
新型コロナ感染予防対策推進補助金交付要綱 
 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、鳥取県補助金等交付規則（昭和 32 年鳥取県規則第 22 号。以下「規則」と

いう。）第４条の規定に基づき、新型コロナ感染予防対策推進補助金（以下「本補助金」という｡）

の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 
 
（交付目的） 
第２条 本補助金は、接客を伴う店舗に対して、新型コロナウイルス感染予防対策の継続又は新

たな導入に必要な経費を補助することにより、事業者による感染予防対策の推進を図ることを

目的とする。 

 
（補助金の交付） 
第３条 県は、前条の目的の達成に資するため、別表第１欄に掲げる事業（以下「補助事業」と

いう。）を行う第２欄に掲げる者（以下「補助事業者」という。）に対し、予算の範囲内で本補

助金を交付する。 
２ 本補助金の額は、補助事業に要する別表第３欄に掲げる経費（以下「補助対象経費」という。）

の額に、第４欄に定める率（以下「補助率」という。）を乗じて得た額（第５欄に定める額を限

度とし、千円未満の端数は切り捨てる。）以下とする。 
３ 補助事業者は、鳥取県産業振興条例（平成 23 年鳥取県条例第 68 号）の趣旨を踏まえ、補助

事業の実施に当たっては、県内事業者への発注に努めなければならない。 
 
（交付申請の時期等） 
第４条 本補助金の交付申請は、生活環境部長が別に定める日までに行わなければならない。 
２ 規則第５条の申請書（同条第１号及び第２号の書類を含む。）は、様式第１号または第２号に

よるものとする。 
 
（交付決定及び交付額確定の時期等） 
第５条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から３０日以内に行うものと

する。 

２ 本補助金の交付決定通知は、様式第３号によるものとする。 

３ 知事は、交付申請と併せて実績報告を受けたときは、交付決定と併せて交付額の確定をする

ことができる。 
４ 前項の規定による交付決定及び交付額の確定は、様式第４号によるものとする。 
５ 交付決定後、規則等に定める補助事業者の行うべき義務を履行しなかった場合、知事は交付

決定を取り消すことができる。 

 
（承認を要しない変更） 
第６条 規則第 12条第１項の知事が別に定める変更は、補助金の増額を伴う変更以外の変更とす

る。 

２ 規則第 12条第３項の申請書は、様式第５号によるものとする。 
３ 第５条第１項の規定は、変更等の承認について準用する。 
 
（実績報告の時期等） 
第７条 規則第 17条第１項の規定による報告（以下「実績報告」という。）は、規則第 17 条第１

項第１号又は第２号の場合にあっては、補助事業の完了又は中止若しくは廃止の日から 30 日

を経過する日と令和３年９月 30 日のいずれか早い日までに行わなければならない。 
２ 規則第 17 条第１項の報告書（同条第２項の書類を含む。）は、様式第１号によるものとし、

補助対象経費の支払いに係る領収書の写し等を添付するものとする。 
 



（概算払） 
第８条 補助事業者は、概算払による本補助金の支払いを希望する場合、様式第６号を提出する

ものとする。 
２ 知事は、概算払の請求を受けたときは、補助金の概算払を行うことができるものとし、その

金額は、交付決定額の２分の１以内の額（千円未満切り捨て）とする。 
 
（財産の処分制限） 
第９条 規則第 25条第２項ただし書の期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和 40

年大蔵省令第 15 号）に定める耐用年数に相当する期間（同令に定めのない財産については、知

事が別に定める期間）とする。 
２ 規則第 25条第２項第４号の財産は、次のいずれかに該当するものとする。 

(１) 取得価格又は効用の増加価格が５０万円以上の機械及び器具 
(２) その他交付目的を達成するため処分を制限する必要があるものとして知事が別に定める

もの 
３ 第５条第１項の規定は、規則第 25条第２項の承認について準用する。 
 
（雑則） 
第１０条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、生活

環境部長が別に定める。 
 
   附 則 

この要綱は、令和３年４年１４日から施行し、令和３年４月１日から実施する事業に適用する。 



別表（第３条関係） 
１ 補助事業 ２ 補助事業者 ３ 補助対象経費 ４ 補助率 ５ 補助上限額 

新 型 コ ロ ナ 感

染予防対策推

進事業 

鳥取県内において、新型コロナウイルス感染

予防対策を実施する、次の各号のいずれかに

該当する店舗を営業する法人もしくは個人と

する。ただし、暴力団（暴力団員による不当な

行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

77 号。）第２条第２号に規定する暴力団をい

う。以下同じ。）、暴力団員及び暴力団等の利

益につながる活動を行い、又は暴力団等と密

接な関係を有する者を除く。 

（１）食品衛生法第 52 条第１項による飲食店営

業許可または喫茶店営業許可を有する施設

のうち、客席を設ける飲食店及び喫茶店（以下

「飲食店」という。） 

（２）宿泊施設、理美容所、公衆浴場又は興行

場 

（３）利用客が一定時間以上店内に滞在する

施設のうち、マスクを外した状態で利用、又は

従業員と利用客もしくは利用客同士の接触が

ある営業施設 

（４）その他、くらしの安心局長が認める者 

令和３年４月１日以降に支払った以下に該当する経費と

する。ただし、県による他の補助金の対象となった経費

を除く。 

（１）基本的な感染予防対策 

手洗い場設置・修繕、アルコールディスペンサーの購入

設置及びフロアマーカー等利用客への掲示物作成にか

かる経費 

（２）飛沫感染防止対策 

仕切り用のアクリル板、透明ビニールカーテン、シート、

パーティション設置及びフィジカルディスタンス確保のた

めのレイアウト変更等の店舗内の改修にかかる費用 

（３）接触防止対策 

共有設備の非接触化（手洗い場の自動水栓化、トイレ蓋

の自動開閉設備）、共有物品の追加購入（マイク等）、ノ

ータッチディスペンサー、非接触式温度計、サーモグラ

フィカメラ及びキャッシュレス決済専用端末の購入にか

かる経費 

（４）換気機能向上対策 

換気設備設置・改修（給気口の増設、換気扇の点検・ク

リーニング含む）、換気用窓や網戸の取付け、扇風機・

サーキュレーター、及び CO2 モニター（二酸化炭素濃

度測定器）等の購入に係る経費 

（５）その他、新型コロナウイルス感染予防対策に必要な

経費で、くらしの安心局長が認めるもの 

１／２ 

 

ただし、２（１）の補助

事業者が行うパーテ

ィション設置にかかる

経費は９／１０（令和３

年５月１４日までに購

入したものに限る。） 

鳥取県内に立地す

る店舗（第３欄に掲

げる感染予防対策

を行うものに限る。）

の数に２０万円を乗

じた額とする。 

 

なお、第四波対策

飲食店等感染防止

強化緊急応援事業

補助金の交付を受

ける事業者におい

ては、当該補助金

の補助上限額から

交付決定額を除い

た額と、本補助金の

補助上限額のいず

れか低いほうの額を

補助上限額とする。 

※補助対象経費については、消費税及び地方消費税に相当する額、振込手数料、商品をインターネット購入する場合の商品配送料を除く。また、代金の支払方法

が、仮想通貨、クーポン及び各種ポイントによる支払いをしたものを除く。 



様式第１号（第４条関係） 
 

令和  年  月  日 
 

令和３年度新型コロナ感染予防対策推進補助金交付申請書（実績報告書） 
 

鳥取県知事 様 
（申請者）                 

郵便番号                   
 

住所                     
（個人事業主にあっては、自宅住所） 

氏名                     
（法人にあっては、法人名及び代表者の職氏名） 

担当者名                  
電話番号                  
電子メール                 

 
新型コロナ感染予防対策推進補助金の交付を受けたいので、鳥取県補助金等交付規則第５条の規

定により、□下記のとおり申請します。 
□下記のとおり実績を報告します。（受付番号：    ） 

 

記 
 
１ 交付申請額（実績報告額） 

算定基準額 
（対象経費の合計額）                       円 

交付申請額（実績報告額） 
（店舗数×２０万円を上限

とする。） 
                      円 

添付書類 

・営業許可証等、事業の内容及び営業実態が確認できる資料 
・対象経費にかかる領収書等の写し 
・（工事、委託を行う場合）見積書等の工事内容が確認できる書類 
・補助金を振り込む口座の通帳の写し（店番、口座番号、口座名義人

カナ名が確認できる部分） 
 
２ 確認事項 

□ 鳥取県内に飲食店（喫茶店含む）の営業許可を受けた店舗を有している。 
□ 現在営業を継続している。（臨時休業含む） 
□ 店舗の感染予防対策に取り組む。 

 
３ 事業内容  （店舗数：         ） ※記入欄が不足する場合は別葉とすること。 

感染対策を実施する店舗の屋号 店舗の所在地 業種 
 （□自宅兼店舗）  
   
※店舗ごとに営業許可証・確認証等もしくは営業実態が確認できる書類を添付すること。 

交付申請にあたり、以下の事項について相違ないことを誓約します。 
□  暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。）第２条第２

号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）及び暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員を
いう。以下同じ。）ではないこと。 

□ 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は、暴力団若しくは暴力団員と密接な
関係を有する者ではないこと。 

※誓約する場合は、上記の各項目にチェックをつけること。 

飲食店用 



＜パーティション設置緊急応援＞対象事業 対象経費（円） 対象経費×９／10 
（円） 

パーティション設置（仕切り用のアクリル板、透明ビニール

カーテン、シート等の飛沫感染防止に資するものに限る。）   

小計（A）   

 

対象事業 
（□にチェックを入れ、対象品を○で囲む） 

対象経費（円） 
（領収書ごとに記入） 

対象経費×１／２ 
（円） 

（１）基本的な感染予防 
□手洗い場設置・修繕 
□アルコールディスペンサーの購入設置 
□フロアマーカー等利用客への掲示物作成 
□その他（               ） 

  

  

  

（２）飛沫感染防止 
□仕切り用のアクリル板、透明ビニールカーテン、 

シート等のパーティション設置 
□フィジカルディスタンス確保のためのレイアウト 

変更等の店舗内改修 
□その他（                ） 

  

  

  

  

（３）接触防止 
□共有設備の非接触化（手洗い場の自動水栓化、 
トイレ蓋の自動開閉設備） 
□共有物品の追加購入 
□ノータッチディスペンサーの購入 
□非接触式温度計、サーモグラフィカメラの購入設置 
□キャッシュレス決済専用端末の購入 
□その他（                ） 

  

  

  

  

  

（４）換気機能向上 
□換気設備設置・改修 
□換気用窓、網戸の取付け 
□扇風機・サーキュレーターの購入設置 
□CO2 モニターの購入 
□その他（                 ） 

  

  

  

  

小計（B）   
 

合計（A＋B） 
  

※対象経費は消費税及び地方消費税に相当する額を除くこと。 

※概算払いを希望する場合は様式第６号を添付して交付申請し、あらかじめ交付決定を受けること。 

 
４ 受取口座 

※申請者と口座名義人が異なる場合は、様式第７号の委任状を添付すること。 
 
５ 他の補助金の活用 
（１）活用の有無 （ 有 ・ 無 ） 
（２）活用補助金の概要 

（補助金名：                 交付団体：           ） 
  

金融 
機関名 

銀行 
金庫 

農業協同組合 
支店名 

支店 
出張所 
営業部 

預金 
種別 普通・当座 

店番    口座番号        

口座名義（カタカナ）  



様式第２号（第４条関係） 
令和  年  月  日 

 
令和３年度新型コロナ感染予防対策推進補助金交付申請書（実績報告書） 

 
 

鳥取県知事 様 
（申請者）                 

郵便番号                   
 

住所                     
（個人事業主にあっては、自宅住所） 

 
氏名                     

（法人にあっては、法人名及び代表者の職氏名） 
担当者名                  
電話番号                  
電子メール                 

 
新型コロナ感染予防対策推進補助金の交付を受けたいので、鳥取県補助金等交付規則第５条の規

定により、□下記のとおり申請します。 
□下記のとおり実績を報告します。（受付番号：    ） 

 

記 
 
１ 交付申請額（実績報告額） 

算定基準額 
（対象経費の合計額）                       円 

交付申請額（実績報告額） 
（店舗数×２０万円を上限

とする。） 
                      円 

添付書類 

・営業許可証等、事業の内容及び営業実態が確認できる資料 
・対象経費にかかる領収書等の写し 
・（工事、委託を行う場合）見積書等の工事内容が確認できる書類 
・補助金を振り込む口座の通帳の写し（店番、口座番号、口座名義人

カナ名が確認できる部分） 
 
２ 確認事項 

□ 鳥取県内に以下のいずれかの店舗を有している。 
□ 宿泊施設  □ 理美容所  □ 公衆浴場 
□ その他の対象業種（              ） 

□ 現在営業を継続している。（臨時休業含む） 
□ 店舗の感染予防対策に取り組む。 

 

交付申請にあたり、以下の事項について相違ないことを誓約します。 

□  暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。）第２条第２

号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）及び暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員を

いう。以下同じ。）ではないこと。 

□ 暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は、暴力団若しくは暴力団員と密接な

関係を有する者ではないこと。 
 

※誓約する場合は、上記の各項目にチェックをつけること。 

飲食店以外用 



３ 事業内容  （店舗数：         ） ※記入欄が不足する場合は別葉とすること。 
感染対策を実施する店舗の屋号 店舗の所在地 業種 
 （□自宅兼店舗）  

   
※店舗ごとに営業許可証・確認証等もしくは営業実態が確認できる書類を添付すること。 

対象事業 
（□にチェックを入れ、対象品を○で囲む） 

対象経費（円） 
（領収書ごとに記入） 

（１）基本的な感染予防 
□手洗い場設置・修繕 
□アルコールディスペンサーの購入設置 
□フロアマーカー等利用客への掲示物作成 
□その他（               ） 

 

 

 

（２）飛沫感染防止 
□仕切り用のアクリル板、透明ビニールカーテン、 

シート等のパーティション設置 
□フィジカルディスタンス確保のためのレイアウト 

変更等の店舗内改修   
□その他（                ） 

 

 

 

 
（３）接触防止 
□共有設備の非接触化（手洗い場の自動水栓化、 

トイレ蓋の自動開閉設備） 
□共有物品の追加購入 
□ノータッチディスペンサーの購入 
□非接触式温度計、サーモグラフィカメラの購入設置 
□キャッシュレス決済専用端末の購入 
□その他（                ） 

 

 

 

 

 

（４）換気機能向上 
□換気設備設置・改修 
□換気用窓、網戸の取付け 
□扇風機・サーキュレーターの購入設置 
□CO2 モニターの購入 
□その他（                 ） 

 

 

 

 

対象経費の合計（A）  

対象経費×補助率（A×１／２）  
※対象経費は消費税及び地方消費税に相当する額を除くこと。 

※概算払いを希望する場合は様式第６号を添付して交付申請し、あらかじめ交付決定を受けること。 

 
４ 受取口座 

※申請者と口座名義人が異なる場合は、様式第７号の委任状を添付すること。 
 
５ 他の補助金の活用 
（１）活用の有無 （ 有 ・ 無 ） 
（２）活用補助金の概要 

（補助金名：                 交付団体：           ） 
  

金融 
機関名 

銀行 
金庫 

農業協同組合 
支店名 

支店 
出張所 
営業部 

預金 
種別 普通・当座 

店番    口座番号        

口座名義（カタカナ）  



様式第３号（第５条関係） 
年   月   日 

              様 
 
 

職  氏  名    印   
 
令和３年度新型コロナ感染予防対策推進補助金交付決定通知書（及び概算払いについて（通知）） 
 
   年  月  日付の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった新型コロナ感染予防対

策推進補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年４月

鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付する

ことに決定したので、規則第８条第１項の規定により通知します。 
 

記 
 
１ 対象事業 
 本補助金の対象事業の内容は、申請書に記載されているとおりとする。 
 
２  交付決定額等 
 本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。ただし、対象事業の内容が変更さ

れた場合におけるそれらの額については、別に通知するところによる。 
  （１）算定基準額     金          円 
  （２）交付決定額         金          円 
 
３  経費の配分 
 本補助金の補助対象経費の配分及びその配分された経費に対応する交付決定額は、申請書のとお

りとする。ただし、対象事業の内容が変更された場合においては、別に通知するところによる。 
 
４  交付額の確定 
 本補助金の額の確定は、補助対象経費の実績額について、新型コロナ感染予防対策推進補助金交

付要綱（令和３年４月１４日付第２０２１０００１０８７０号生活環境部長通知。以下「要綱」と

いう。）第３条第２項の規定を適用して算定した額と、前記２の(2)の交付決定額（変更された場合

は、変更後の額とする。）のいずれか低い額により行う。 
 
５  補助規程の遵守 
 本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規定に従わなければ

ならない。 
 
（概算払いを行う場合） 
６ 概算払額等 
  （１）概算払額  
  （２）概算払いの時期 
  



様式第４号（第５条関係） 
年   月   日 

              様 
 
 

職  氏  名    印   
 

令和３年度新型コロナ感染予防対策推進補助金交付決定及び交付額確定通知書 
 
   年  月  日付の申請書（以下「申請書」という。）で申請のあった新型コロナ感染予防対

策推進補助金（以下「本補助金」という。）については、鳥取県補助金等交付規則（昭和３２年４月

鳥取県規則第２２号。以下「規則」という。）第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付する

ことに決定し、併せて規則第１８条第１項の規定に基づき交付額を確定したので、規則第８条第１

項及び規則第１８条第１項の規定により通知します。 
 

記 
 
１ 対象事業 
 本補助金の対象事業の内容は、申請書に記載されているとおりとする。 
 
２  交付決定額等 
 本補助金の算定基準額及び交付決定額は、次のとおりとする。 
  （１）算定基準額     金          円 
  （２）交付決定額         金          円 
 
３ 交付額の確定 
 本補助金の確定額は、前記２の（２）の交付決定額のとおりとする。 
 
４ 補助規程の遵守 
 本補助金の収受及び使用、補助事業の遂行等に当たっては、規則及び要綱の規定に従わなければ

ならない。 
 



様式第５号(第６条関係) 
令和  年  月  日 

 
令和３年度新型コロナ感染予防対策推進補助金変更(中止・廃止)承認申請書 

 
鳥取県知事 様 

（申請者）                 
郵便番号                 
住所                   

                    氏名                   
（法人にあっては、名称及び代表者の職氏名） 

 
担当者名                  
電話番号                  
電子メール                 

 
令和  年  月  日付第       号による交付決定に係る事業について、下記のと

おり     したいので、鳥取県補助金等交付規則第 12 条第 3 項の規定により申請します。         

 
 

記 

 

  （受付番号：      ） 

交付決定額              円 

変更(中止・廃止)後の額              円 

差引額              円 

変更(中止・廃止)の時期  

変更(中止・廃止)の理由 
 

 

 
（変更後の額の内訳） 

変更の内容 対象経費（円） 対象経費×補助率

（円） 
（１）基本的な感染予防 
 
 
（２）飛沫感染防止 
 
 
（３）接触防止 
 
 
（４）換気機能向上 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

合計   

    添付書類 変更にかかる工事・委託見積書等  

□変更 
□中止 
□廃止 



様式第６号(第８条関係) 

  

令和  年  月  日 

 

 鳥取県知事 平井 伸治 様 

 

住   所 
名   称 
代表者職氏名               
 

 
令和３年度新型コロナ感染予防対策推進補助金概算払請求書 

 
令和  年  月  日付けで申請した新型コロナウイルス感染予防対策推進補助金について、

新型コロナ感染予防対策推進補助金交付要綱第８条の規定に基づき、下記のとおり請求します。 
 

記 

 

交付決定額                  円 

概算払希望額 
（交付決定額の１／２以内）                  円 

 
  



様式第７号 

 

 

令和  年  月  日 

 

振込委任状 

 

 

鳥取県知事 様 

 

 

 

（申請者） 郵便番号    －     

               住  所                        

               氏  名                      印 

                    （法人・団体にあっては、名称及び代表者の氏名） 

 

 

 私が申請した新型コロナ感染予防対策推進補助金について、下記の者に受領を委任します。 

 

 

記 

 

１ 受任者（口座名義人）   

住所                                      

氏名                                      

 

２ 受任者と申請者の関係                               
  
 
 


